様式第５－１号（第６条関係）
補助要件チェックシート
（木質バイオマスボイラー、薪・ペレットストーブ）
該当する場合に☑を入れてください。チェック欄全てに当てはまらない場合は、原則補助金を交付することができません。なお、チェックした項目については、別途、確認させていただく場合があること、予めご了承ください。
補助申請者名　　　　　　　　　　　　　　　

	項目
	確認内容
	チェック欄

	（申請事業者要件）

	(1)
	市税の滞納がないこと。
	□

	(2)
	暴力団または暴力団員等と関わりがないこと。（詳細は交付要綱第３条第２　項参照）
	□

	（補助事業要件）

	事業全般
	
	

	(1)
	本補助事業が二酸化炭素の排出の削減に効果があること。
	□

	(2)
	本補助事業実施時における最新の各種法令等に遵守した事業であること
	□

	(3)
	本補助事業の実施により取得した温室効果ガス削減効果について、J-クレジット制度への登録を行わないこと。
	□

	(4)
	本補助事業によって得られる効果等について、様式第２５－１号に基づく利用実績報告書により報告すること。
	□

	(5)
	本補助事業以外の、国又は地方自治体等から他の補助等を受けて事業を実施するものでないこと。
	□

	(6)
	自らが居住する住宅または、自らが事業を営む建物を有する事務所又は事業所の敷地内に補助対象設備を設置する事業であること。
	□

	(7)
	設備の設置後、適切な保守点検及び維持管理を実施すること。
	□

	(8)
	商用化されており、導入実績があるものであること。
	□

	(9)
	未使用品であること。（中古品は補助対象外）
	□

	(10)
	薪又はペレットの燃焼による煙の発生について、近隣住宅等の迷惑とならないように配慮するとともに、近隣住民等から苦情があった場合には、速やかに解決に向けた措置を講じる等、真摯に対応すること。
	□

	(11)
	坂井市の区域内で生産された木材を使用すること
	□

	(12)
	火災の予防を十分に注意すること。
	□

	(13)
	ゴミなどの健康を害する恐れのあるものは燃やさないこと。
	□

	(14)
	入替の場合、既存の設備よりも温室効果ガス排出量の削減効果が高効率であること。
	□

	ボイラー
	
	

	（1）
	バイオマス依存率（バイオマス発熱量÷（バイオマスと非バイオマスの発熱量）×100）が60％以上であること。
	□

	（2）
	設計のみ実施し、補助対象設備を導入しなかった場合は、設計にかかる部分において交付を受けた補助金を全額返還すること。
	□

	ＰＰＡ
	
	

	(1)
	事業を実施する事業所が、本補助金を受けてＰＰＡにより木質バイオマスボイラーを設置することに承諾していること。また、申請者の申請内容及び交付に係る要件について協議し、同意を得ていること。
	□

	(2)
	事業を実施する事業所がＰＰＡ事業者に支払うサービス料金から、補助金額が差し引かれていること。
	□

	(3)
	法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置をとっていること。
	□




























